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日本年金機構事業管理部門担当理事殿

年管管発 0630第 1号

平成 23年 6月 30日

!製自liil語
厚生労働省年金局事業管理課竜田菌室講

自iiiRE間E
国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正に

伴う診断書の様式変更等について

「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について」については、

平成 23年 6月 30日年発 0630第 1号をもって、厚生労働省年金局長より日本

年金機構理事長あてに通知されたところですが、これに伴い、認定事務をより

円滑に行うため、診断書(精神の障害用)様式第 120号の 4の一部を別紙の

とおり変更することとしましたので通知します。

また、今般の一部改正により、 「第8節/精神の障害」の認定要領に「発達

障害」の項目を新たに設けたことから、別添の認定事例を作成したので認定の

参考として活用されたい。



(見IJ添)認定事例(精神の障害「発達障害J)
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W 精神遅枇輿"状飽"ぴ昏速の状"
1 興奮 2 昏逮 3 拒絶割巨食 4 ，民製思考
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本人の障害の程度及び状瞳に無関障な掴には記入する必要はありません.(無関罷な欄は.斜線により抹消してください.) 



ウ日常生活状況
1 事庭及び社会生活についての具体的な状況

(ア)現在由生活環境(該当するもの一つをOで囲んでください.) 
入院 ー入所<'1'r宅ラー その他

(施設名 一一一 ) 

同居者の有無に事 無 )

(イ) 全般的状況(家族及び軍族以外白書との対人関係についても
具体的に記入してください.) 

[向山時人酬はきわめてむい・ 1 
2 日常生活能力の判定{骸当するものにチヱツクしてください。)

〔判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください.) 

(市)適切な食寧-"澗などの準備も含めて適当量をバランスよく綴ることがほぼできるなど.

自発剛こできるが時 自発的かっ遁互に行うこ 助冨や館事をしても
口できる 口には助君や繍測を必恒とはでき怠いが助言や指口でき怠い若し〈は行

要とする 揚があればできる わない

(2)身辺の清潔保持一沈面、洗髪入浴等の身体の衡生保持や着佐ぇ等ができる.また、
自室の消婦や片付けができるなど.

自発的にできるが碕. 自発的かつ適iElこ行うこ 助曾や措場をしても
口できる ロには助言や指導を必固とはでき伝いが助言や指口でき怠い若しくは行

要とする 場合唱制まできる わむい

(3)金銭管理と買い物ー金銭を独力で適切川こ管虚しやりくりがほぼできる.また一人で

資u、物が可能であり、計画的な靴、物がほぼできるなι

口できる 回E522121J22ロ野判闘があればで口哲よぜ品す
要とする わない

(4)通院と闘⑥不要)ー制剛こ蹴や闘を行い病状等性治医lこ伝えることがで
きるなど.

おおむねできるが時 h 助曾や抱擁があればで 助冨や指事をしても
口できる 口には助曾や術場を必 Eきる 口でき芯い若し〈は行

要とする わ訟い

(5)他人との1<思伝逮及び対人関係ー他人の穏を聞く、自分の意思を相手に伝える、集図的

行動が行えるなど.

口できる ロE5221器LZ口助言や指導があればで 包批智〈官
要とする きる わ怠い

(6)身辺の安全保持及び危樋対応 事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる理解

悠となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適
正に対応することができるなど.

おおむねできるが時 験冨や指視をしても
ロできる 'Bには助曾や指喝を必口助言や指却があればで ロでき怠い若し，，>行

安とする きる わない

(7)位会性一銀行での金銭の出し入れや公共施設場の利用が一人で可能.また、社会生活
に必要な手続きが行えるなど.

おおむねできるが時 助冨や指喝をしても
ロできる 缶には助言判官軒必 ロ22や閥があればで 口でき叫唱し〈聞

要とする わ訟U

工事室扇面読芳荻;j/
01助務先(一般企業作業所般労支援絡殴などの名称祖頬及び鱒害者雇用、 般雇用

自営などの雇用形態について但厳してください.)

0動続年数〈 年 ヶ月 o怯事の績度(週に月に臼)

。ひと月の鎗与(

O仕事の肉容

円程度)

。仕事渇での媛助の状況や意思疎通の状況

3 日常生活能力の程度(該当するもの一つをOで囲んでください.) 
※目常生活能力の程度を記織する際にl乱状睡をもっとも適切に記
離できる{輔神障害)又は{知的陣嘗)のどちらかを憧用して下さい。

(精神障害)

(1)精神障害{病的体験残遺症核認知症性格変化等)を認め
るが、社会生活は普通にできる。

(2)精神障害を認め、家庭内での日常生活Iま普通にできるが、社
会生活にr:.揖助が必要である.
(たとえば、日常的な家事をこなすことはできるが状況や手順が変化した
りすると悶難を生じることがある.社会行動や自発的な行動が海切に出来
ないこともある.金銭管理はおおむねできる場合など.)

{(3J)輔神障害を認め、家庭内での単輯な呂常生活はできるが、時
iこ応じて揖助が必要である。

(たとえば習慣化した外出はできるが家事をこなすために助言や指樽
を必要とする.社会的な対人交涜は乏し〈自発的な行動に閤楚がある，
金銭管理が倒鍵な場合など.)

(4) 精神陣審査認め、日常生活における身のまわりのニとも.多く
の撞助が必要である。

(たとえば著しく適正を欠く行動が見受けられる.自発的な発言が少な
い、あっても発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする，金銭管
理ができない場合など.)

(5)精神陣容を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、
常時国揖助が必要である.

(たとえば家威内生活においても、食事や身のまわりのことを自発的に
することができない。また在宅の掛合に通院等の外出には付き添いが
必要な掛合など.)

(知的障害)

(1) 知的障害を認めるが、社会生活は普通にできる.

〈副 知的陣容を認め.家庭向での自常生活は普通にできるが.
社会生活には、撞助が必要である@

(たとえば簡単な漢字は統み書きができ会話も意思の疎通が可能であ
るが、抽象的なことは難しい。身辺生活も 人でできる程度}

(3) 知的障害圭認め、 家庭向での単純な日常生活はできるが、時
に応じて橿助が必要である。
(たとえば、ごく簡単な続み書きゃ計算はでき、助宮などがあれば作業は
可能である.具体的指示であれば狸解ができ身辺生活についてもおお
むね人でできる程度)

(4) 知的障害を認め、目常生活における身のまわりのニとも.多〈
の揖助が必要である.
(たとえば、術単な文字や数字は盟解でき、保道的環境であれば単純作
業は可能である.習慣化していることであれば曾灘での指示を理解し、身
辺坐慌についても郁分的にできる程度)

(5) 知的障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため.
常時由揖助が必要である.
(たとえば、文字や放の理解カがほとんど無く簡単な手伝bもできな
い.3楽による意思!の疎通がほとんど不可能であり 身辺生活の処躍も
人ではできない程度)

オ身体所見{押経字的立所見を吉む)
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上記のとおり、診断します.
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印
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(付記)

O 本例は、平成 19年4月頃から発達障害に起因する不適応のため抑うつ状態が顕著に現れ、同年

9月 30日に医療機関を受診したものであるため、初診日は 20歳以後で初めて受診した平成 19 

年 9月 30日とした。この診断書の障害の状態は、平成 22年4月3日現症であり、障害認定日の

障害の状態が確認できる。

O 傷病は、「広汎性発達障害」であるので、⑦、③欄でこれまでの病歴等を確認する。⑨欄の教育歴

等から知的障害を伴う可能性があるか、⑮欄から病態を確認、する。

園認定

障害の程度は、発達障害特有の社会関係の障害から憂うつ気分、希死念慮などが生じている。また、

こだわりや思い込みが強く、限定的な行動が見受けられる。

日常生活では、他人との交流はほとんどなく、日常生活能力の判定は、ほぼ「助言や指導があれば

できる」または「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」であり、日常生活能力の程度は、

「家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。J状態であることから、「日

常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」

に該当すると認められるので、 2級 16号と認定される。




